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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　テキスト情報から所定の事柄を抽出する事柄抽出部と、
　前記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定する行動パターン特
定部と、
　センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出する行動抽
出部と、
　前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わせ毎に、
各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、前記セン
サ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を表す状態
情報を生成する状態解析部と、
を備える、
　情報処理装置。
【請求項２】
　前記状態解析部により生成された前記状態情報を表示させる状態表示部をさらに備える
、
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　ユーザが保持する端末装置に搭載されたセンサが検出したセンサ情報を取得するセンサ
情報取得部と、



(2) JP 5935516 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

　前記ユーザが入力したテキスト情報を取得するテキスト情報取得部と、
をさらに備え、
　前記事柄抽出部は、前記テキスト情報取得部により取得されたテキスト情報から前記所
定の事柄を抽出し、
　前記行動抽出部は、前記センサ情報取得部により取得されたセンサ情報から前記行動パ
ターンを抽出する、
　請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記状態表示部は、ユーザが保持する端末装置の表示部に前記状態情報を表示させる、
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
の達成度合いを表した達成度と、
　前記所定の事柄に関連付けられた前記行動パターンから取得され、前記所定の事柄の現
在の状態に関する現在値と、
　前記所定の事柄に関連付けられた前記行動パターンから取得される値であって、前記所
定の事柄の現在の状態に関する現在値と、前記所定の事柄の過去の状態に関する過去値と
を比較した比較値と、
のいずれか１つを少なくとも含む、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
の達成度合いを表した達成度であり、
　前記達成度の増加又は減少傾向に応じて、前記達成が希望される事柄の達成に向けて努
力しているか否かを判定し、判定結果をユーザに提示する努力傾向通知部をさらに備える
、
　請求項３～５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
の達成度合いを表した達成度であり、
　前記達成度が所定の閾値を下回った場合、過去に負の寄与度を与えた行動パターンの中
で頻度の高い行動パターン、又は、過去に負の寄与度を与えた行動パターンのヒストグラ
ムをユーザに提示する原因通知部をさらに備える、
　請求項３～６のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
の達成度合いを表した達成度であり、
　前記達成度が所定の閾値を下回った場合、過去に負の寄与度を与えた行動パターンの中
で頻度の高い行動パターンと逆の傾向を有する行動パターンをユーザに提示する助言通知
部をさらに備える、
　請求項３～７のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　移動体に取り付けた端末装置に搭載されたセンサが検出したセンサ情報を取得するセン
サ情報取得部と、
　前記移動体を管理するユーザが入力したテキスト情報を取得するテキスト情報取得部と
、
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をさらに備え、
　前記事柄抽出部は、前記テキスト情報取得部により取得されたテキスト情報から前記所
定の事柄を抽出し、
　前記行動抽出部は、前記センサ情報取得部により取得されたセンサ情報から前記行動パ
ターンを抽出する、
　請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　演算処理装置によって、
　テキスト情報から所定の事柄を抽出することと、
　前記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定することと、
　センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出することと
、
　前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わせ毎に、
各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、前記セン
サ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を表す状態
情報を生成することと、
を含む処理を行う、
　情報処理方法。
【請求項１１】
　テキスト情報から所定の事柄を抽出する事柄抽出機能と、
　前記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定する行動パターン特
定機能と、
　センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出する行動抽
出機能と、
　前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わせ毎に、
各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、前記セン
サ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を表す状態
情報を生成する状態解析機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話等の携帯端末にモーションセンサを搭載し、ユーザの行動履歴を自動的に検出
して記録できるようにする技術に注目が集まっている。例えば、下記の特許文献１には、
加速度センサやジャイロセンサ等のモーションセンサを利用し、歩く動作、走る動作、左
右にターンする動作、静止状態を検知する技術が開示されている。同文献には、モーショ
ンセンサの出力データから、歩行ピッチ、歩行パワー、重力軸まわりの回転角を算出し、
その算出結果を用いて歩く動作、走る動作、左右にターンする動作、及び静止状態を検知
する方法が記載されている。
【０００３】
　さらに、同文献には、これらの動作や状態の種類、動作や状態が継続していた時間、動
作回数等、動作や状態のパターンを入力とする統計的な処理によりユーザの行動パターン
を検知する方法が記載されている。上記の方法を用いると、「のんびりした歩行」や「せ
わしない動作」といった行動パターンを時系列のデータとして得ることができる。しかし
、この方法で得られる行動パターンは、比較的短時間に行われるユーザの動作や状態を主
に表現したものである。そのため、「今日はデパートで買い物をした」「昨日はホテルの
レストランで食事をした」等、具体的な行動内容を行動パターンの履歴から推察すること
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は難しい。
【０００４】
　下記の特許文献１に記載の方法を用いて得られる行動パターンは、比較的短時間に行わ
れる行動の積み重ねである。そして、当該行動パターンを形成する個々の行動自体は、ユ
ーザが目的を持って行っているものではない。一方、具体的な行動内容は、ユーザが目的
を持って行っているものが多く、比較的長時間にわたって行われるエンタテイメント性の
高いものである。そのため、短時間で行われる行動の積み重ねから上記のような具体的な
行動内容を窺い知ることは難しい。しかし、最近、モーションセンサを用いて得られる比
較的短時間の行動パターンから、比較的長時間にわたり行われるエンタテイメント性の高
い行動パターンを検出する技術が開発された（下記の特許文献２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－００３６５５号公報
【特許文献２】特開２０１１－０８１４３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　一方、近年では、ユーザを取りまくネットワーク環境の高度化や多様化が進んでおり、
ユーザが自身で入力したコメントを、ネットワーク上のサーバにアップロードするソーシ
ャルネットワークサービスが普及してきている。このようなコメントには、ユーザの行動
や意図に関する情報が含まれる場合もある。
【０００７】
　本技術は、このような事情を受けて考案されたものであり、位置センサやモーションセ
ンサから取得した情報に基づいた行動パターン認識結果と、位置センサやモーションセン
サから取得した情報以外の情報とを組み合わせ、より高度な情報を提供することが可能な
、新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムを提供することを意
図している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本技術のある観点によれば、テキスト情報から所定の事柄を抽出する事柄抽出部と、前
記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定する行動パターン特定部
と、センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出する行動
抽出部と、前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わ
せ毎に、各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、
前記センサ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を
表す状態情報を生成する状態解析部と、を備える、情報処理装置が提供される。
【０００９】
　また、本技術の別の観点によれば、テキスト情報から所定の事柄を抽出することと、前
記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定することと、センサ情報
から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出することと、前記所定の
事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わせ毎に、各前記行動パ
ターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、前記センサ情報から抽
出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を表す状態情報を生成す
ることと、を含む、情報処理方法が提供される。
【００１０】
　また、本技術の別の観点によれば、テキスト情報から所定の事柄を抽出する事柄抽出機
能と、前記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定する行動パター
ン特定機能と、センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽
出する行動抽出機能と、前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターン
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との組み合わせ毎に、各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄
与度を用い、前記センサ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に
関する状態を表す状態情報を生成する状態解析機能と、をコンピュータに実現させるため
のプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　以上説明したように本技術によれば、位置センサやモーションセンサから取得した情報
に基づいた行動パターン認識結果と、位置センサやモーションセンサから取得した情報以
外の情報とを組み合わせ、より高度な情報を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】行動・状況解析システムの構成例について説明するための説明図である。
【図２】動き・状態認識部の機能について説明するための説明図である。
【図３】動き・状態認識部の機能について説明するための説明図である。
【図４】ＧＩＳ情報取得部の機能について説明するための説明図である。
【図５】ＧＩＳ情報取得部の機能について説明するための説明図である。
【図６】ＧＩＳ情報取得部の機能について説明するための説明図である。
【図７】ＧＩＳ情報取得部の機能について説明するための説明図である。
【図８】行動・状況認識部の機能について説明するための説明図である。
【図９】行動・状況認識部の機能について説明するための説明図である。
【図１０】動作・状態パターンの判定方法について説明するための説明図である。
【図１１】ジオヒストグラムを利用したスコア分布の算出方法について説明するための説
明図である。
【図１２】機械学習を利用したスコア分布の算出方法について説明するための説明図であ
る。
【図１３】検出される行動・状況パターンの一例を示した説明図である。
【図１４】本発明の一実施形態に係るシステム構成の一例について説明するための説明図
である。
【図１５】構成例＃１に係る情報提供システムの構成について説明するための説明図であ
る。
【図１６】構成例＃１に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図１７】構成例＃１に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図１８】構成例＃１に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図１９】構成例＃１に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図２０】構成例＃１に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図２１】構成例＃１に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図２２】構成例＃１に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図２３】構成例＃１に係る情報提供システムの動作について説明するための説明図であ
る。
【図２４】構成例＃２に係る情報提供システムの構成について説明するための説明図であ
る。
【図２５】構成例＃２に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
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【図２６】構成例＃２に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図２７】構成例＃２に係る情報提供システムの機能について詳細に説明するための説明
図である。
【図２８】構成例＃２に係る情報提供システムの動作について説明するための説明図であ
る。
【図２９】構成例＃３に係る情報提供システムの構成について説明するための説明図であ
る。
【図３０】構成例＃３に係る情報提供システムの機能及び判別動作について詳細に説明す
るための説明図である。
【図３１】同実施形態に係るシステム及び各機器の機能を実現することが可能なハードウ
ェア構成例について説明するための説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下に添付図面を参照しながら、本技術に係る好適な実施の形態について詳細に説明す
る。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素につい
ては、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１４】
　［説明の流れについて］
　ここで、以下に記載する説明の流れについて簡単に述べる。
【００１５】
　まず、図１～図１３を参照しながら、本実施形態の技術に関連する行動パターン認識技
術について説明する。次いで、図１４を参照しながら、本発明の一実施形態に係るシステ
ム構成の一例について説明する。次いで、図１５～図２３を参照しながら、構成例＃１に
係る情報提供システム１３の機能及び動作について説明する。
【００１６】
　次いで、図２４～図２８を参照しながら、構成例＃２に係る情報提供システム１７の機
能及び動作について説明する。次いで、図２９及び図３０を参照しながら、構成例＃３に
係る情報提供システム１９の機能及び動作について説明する。次いで、図３１を参照しな
がら、同実施形態に係るシステム及び各機器の機能を実現することが可能なハードウェア
構成例について説明する。
【００１７】
　最後に、同実施形態の技術的思想について纏め、当該技術的思想から得られる作用効果
について簡単に説明する。
【００１８】
　（説明項目）
　１：はじめに
　　　１－１：行動パターン認識技術
　　　１－２：実施形態の概要
　２：実施形態の詳細
　　　２－１：システム構成の一例
　　　２－２：構成例＃１（目標達成度の示唆）
　　　　　２－２－１：システム構成の詳細
　　　　　２－２－２：処理の流れ
　　　　　２－２－３：画面表示の例
　　　　　２－２－４：変形例（動物への適用）
　　　２－３：構成例＃２（詳細行動の表示）
　　　　　２－３－１：システム構成の詳細
　　　　　２－３－２：処理の流れ
　　　　　２－３－３：画面表示の例
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　　　２－４：構成例＃３（日常行動／非日常行動の判別）
　　　　　２－４－１：システム構成の詳細
　　　　　２－４－２：応用例
　　　２－５：構成例の組み合わせについて
　３：ハードウェア構成例
　４：まとめ
【００１９】
　＜１：はじめに＞
　はじめに、本実施形態の技術に関連する行動パターン認識技術について説明する。
【００２０】
　［１－１：行動パターン認識技術］
　ここで説明する行動パターン認識技術は、モーションセンサなどを利用して検知された
ユーザの動きや状態に関する情報と位置センサなどを利用して検知された位置情報とを用
いてユーザの行動や状況を検出する技術に関する。
【００２１】
　なお、モーションセンサとしては、例えば、３軸加速度センサ（加速度センサ、重力検
知センサ、落下検出センサなどを含む。）や３軸ジャイロセンサ（角速度センサ、手振れ
補正センサ、地磁気センサなどを含む。）などが用いられる。また、位置センサとしては
、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）、ＲＦＩＤ
（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）、Ｗｉ－Ｆｉアク
セスポイント、無線基地局などの情報が利用可能である。これらの情報を利用すると、例
えば、現在地の緯度・経度を検出することが可能になる。
【００２２】
　（行動・状況解析システム１０のシステム構成）
　まず、図１を参照しながら、上記のような行動パターン認識技術を実現することが可能
な行動・状況解析システム１０のシステム構成について説明する。図１は、行動・状況解
析システム１０の全体的なシステム構成について説明するための説明図である。
【００２３】
　なお、本稿においては、「動き、状態」と「行動、状況」という表現を次のような意味
で使い分ける。「動き、状態」は、数秒から数分程度の比較的短時間にユーザが行う行動
を意味し、例えば、「歩き」「走り」「跳躍」「静止」等の行為を指す。また、この行為
を纏めて「動き・状態パターン」又は「ＬＣ（Ｌｏｗ－Ｃｏｎｔｅｘｔ）行動」と表現す
る。一方、「行動、状況」は、「動き、状態」よりも長い時間かけてユーザが行う生活行
動であり、例えば、「食事」「買い物」「仕事」等の行為を指す。また、この行為を纏め
て「行動・状況パターン」又は「ＨＣ（Ｈｉｇｈ－Ｃｏｎｔｅｘｔ）行動」と表現する。
【００２４】
　図１に示すように、行動・状況解析システム１０は、主に、モーションセンサ１０１と
、動き・状態認識部１０２と、時刻情報取得部１０３と、位置センサ１０４と、ＧＩＳ情
報取得部１０５と、行動・状況認識部１０６とにより構成される。
【００２５】
　なお、行動・状況解析システム１０には、行動・状況認識部１０６により検出される行
動・状況パターンを利用するアプリケーションＡＰやサービスＳＶが用意されていてもよ
い。また、アプリケーションＡＰによる行動・状況パターンの利用結果や、ユーザのプロ
ファイル情報が行動・状況認識部１０６に入力されるように構成されていてもよい。
【００２６】
　まず、ユーザが行動すると、モーションセンサ１０１により加速度の変化や重力軸周り
の回転等（以下、センサデータ）が検知される。モーションセンサ１０１により検知され
たセンサデータは、図２に示すように、動き・状態認識部１０２に入力される。
【００２７】
　センサデータが入力されると、動き・状態認識部１０２は、図２に示すように、入力さ
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れたセンサデータを用いて動き・状態パターンを検出する。動き・状態認識部１０２によ
り検出可能な動き・状態パターンとしては、例えば、図３に示すように、「歩き」「走り
」「静止」「跳躍」「電車（搭乗／非搭乗）」「エレベータ（搭乗／非搭乗／上昇／下降
）」などがある。動き・状態認識部１０２により検出された動き・状態パターンは、行動
・状況認識部１０６に入力される。
【００２８】
　位置センサ１０４は、ユーザの居場所（以下、現在地）を示す位置情報を連続的又は間
欠的に取得する。例えば、現在地の位置情報は、緯度・経度により表現される。位置セン
サ１０４により取得された現在地の位置情報は、ＧＩＳ情報取得部１０５に入力される。
【００２９】
　現在地の位置情報が入力されると、ＧＩＳ情報取得部１０５は、ＧＩＳ（Ｇｅｏｇｒａ
ｐｈｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）情報を取得する。そして、ＧＩＳ情
報取得部１０５は、図４に示すように、取得したＧＩＳ情報を用いて現在地の属性を検出
する。ＧＩＳ情報は、例えば、地図情報や、人工衛星や現地踏査などで得られた様々な付
加情報を含み、科学的調査、土地、施設、道路などの管理や都市計画などにも利用される
情報である。ＧＩＳ情報を利用すると、現在地の属性を判別することが可能になる。ＧＩ
Ｓ情報取得部１０５は、例えば、ジオカテゴリコード（例えば、図５を参照）と呼ばれる
識別情報を利用して現在地の属性を表現する。
【００３０】
　ジオカテゴリコードは、図５に示すように、場所に関連する情報の種別を分類するため
の分類コードである。このジオカテゴリコードは、例えば、建造物の種別、地形の形状、
地理的特性、地域性等に応じて設定されている。そのため、現在地のジオカテゴリコード
を特定することにより、ユーザが居る環境をある程度認識することが可能になる。
【００３１】
　ＧＩＳ情報取得部１０５は、取得したＧＩＳ情報を参照し、現在地及び現在地周辺にあ
る建造物などを特定して、その建造物などに対応するジオカテゴリコードを抽出する。Ｇ
ＩＳ情報取得部１０５により選択されたジオカテゴリコードは、行動・状況認識部１０６
に入力される。なお、現在地周辺に建造物などが多数存在する場合、ＧＩＳ情報取得部１
０５は、各建造物などのジオカテゴリコードを抽出し、抽出したジオカテゴリコードに関
する情報として、図６及び図７に示すジオカテゴリヒストグラムのような情報を行動・状
況認識部１０６に入力してもよい。
【００３２】
　図８に示すように、行動・状況認識部１０６には、動き・状態認識部１０２から動き・
状態パターンが入力され、ＧＩＳ情報取得部１０５からジオカテゴリコードなどが入力さ
れる。また、行動・状況認識部１０６には、時刻情報取得部１０３から時刻情報が入力さ
れる。この時刻情報は、モーションセンサ１０１によりセンサデータが取得された時刻を
示す情報を含む。また、この時刻情報は、位置センサ１０４により位置情報が取得された
時刻を示す情報を含んでいてもよい。また、時刻情報としては、例えば、時刻を示す情報
の他、曜日の情報、祝日の情報、年月日の情報などが含まれていてもよい。
【００３３】
　上記の情報が入力されると、行動・状況認識部１０６は、入力された動き・状態パター
ン、ジオカテゴリコード（或いは、ジオカテゴリヒストグラムなど）、及び時刻情報に基
づいて行動・状況パターンを検出する。このとき、行動・状況認識部１０６は、ルールに
基づく判定処理（以下、ルールベース判定）や学習モデルに基づく判定処理（以下、学習
モデル判定）を利用して行動・状況パターンを検出する。ここで、ルールベース判定及び
学習モデル判定について簡単に説明する。
【００３４】
　（ルールベース判定について）
　まず、ルールベース判定について説明する。ルールベース判定とは、ジオカテゴリコー
ドと行動・状況パターンとの組み合わせ毎にスコアを割り当てておき、そのスコアに基づ
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いて入力データに対応する適切な行動・状況パターンを判定する方法である。
【００３５】
　スコアの割り当てルールは、図９に示すようなスコアマップＳＭにより表現される。ス
コアマップＳＭは、年月日、時間帯、曜日などの時刻情報毎に用意される。例えば、３月
の第１週の月曜日に対応するスコアマップＳＭなどが用意される。さらに、スコアマップ
ＳＭは、歩行、走行、電車などの動き・状態パターン毎に用意される。例えば、歩行中の
スコアマップＳＭなどが用意される。そのため、スコアマップＳＭは、時刻情報と動き・
状態パターンとの組み合わせ毎に用意される。
【００３６】
　行動・状況認識部１０６は、図１０に示すように、予め用意された複数のスコアマップ
ＳＭの中から、入力された時刻情報及び動き・状態パターンに適合するスコアマップＳＭ
を選択する。また、行動・状況認識部１０６は、図１１に示すように、選択したスコアマ
ップＳＭの中から、ジオカテゴリコードに対応するスコアを抽出する。これらの処理によ
り、行動・状況認識部１０６は、センサデータの取得時点における現在地の状況を考慮し
て、スコアマップＳＭに存在する各行動・状況パターンのスコアを抽出することが可能に
なる。
【００３７】
　次いで、行動・状況認識部１０６は、抽出したスコアの中から最大のスコアを特定し、
最大のスコアに対応する行動・状況パターンを抽出する。このようにして行動・状況パタ
ーンを検出する方法がルールベース判定である。なお、スコアマップＳＭのスコアは、そ
のスコアに対応する行動・状況パターンをユーザがとると推測される確率を示している。
つまり、スコアマップＳＭは、ジオカテゴリコードで表現される現在地の状況でユーザが
とると推測される行動・状況パターンのスコア分布を表している。
【００３８】
　例えば、日曜日の３時頃、デパートにいるユーザは「買い物中」である確率が高いと推
測される。但し、同じデパートにいても１９時頃、デパートにいるユーザは「食事中」で
ある確率も高いと推測される。このように、ある場所で、ある時間にユーザが行っている
行動・状況パターンのスコア分布を示したものがスコアマップＳＭ（正確にはスコアマッ
プＳＭ群）なのである。
【００３９】
　スコアマップＳＭは、例えば、ユーザ本人又は他人により予め入力されたものであって
もよいし、或いは、機械学習などを利用して得られるものであってもよい。また、スコア
マップＳＭは、個人プロファイル情報ＰＲや、ユーザから得られる行動・状況フィードバ
ックＦＢ（出力された行動・状況パターンの正否など）により最適化されてもよい。プロ
ファイル情報ＰＲとしては、例えば、年齢、性別、職業、自宅の情報、職場の情報などが
利用される。以上がルールベース判定の具体的な処理内容である。
【００４０】
　（学習モデル判定について）
　次に、学習モデル判定について説明する。学習モデル判定とは、機械学習アルゴリズム
を用いて行動・状況パターンを判定するための判定モデルを生成し、生成した判定モデル
を用いて入力データに対応する行動・状況パターンを判定する方法である。
【００４１】
　機械学習アルゴリズムとしては、例えば、ｋ－ｍｅａｎｓ法、Ｎｅａｒｅｓｔ　Ｎｅｉ
ｇｈｂｏｒ法、ＳＶＭ、ＨＭＭ、Ｂｏｏｓｔｉｎｇ等が利用可能である。但し、ＳＶＭは
、Ｓｕｐｐｏｒｔ　ｖｅｃｔｏｒ　ｍａｃｈｉｎｅの略である。また、ＨＭＭは、Ｈｉｄ
ｄｅｎ　Ｍａｒｋｏｖ　Ｍｏｄｅｌの略である。これらの手法に加え、特開２００９－４
８２６６号公報などに記載の遺伝的探索に基づくアルゴリズム構築方法を利用して判定モ
デルを生成する方法もある。
【００４２】
　機械学習アルゴリズムに入力される特徴量ベクトルとしては、例えば、図１２に示すよ
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うに、時間情報、動き・状態パターン、ジオカテゴリコード（又はジオカテゴリヒストグ
ラムなど）、センサデータ、現在地の位置情報などが利用される。但し、遺伝的探索に基
づくアルゴリズム構築方法を用いる場合、学習過程における特徴量ベクトルの選定段階で
遺伝的探索アルゴリズムが利用される。行動・状況認識部１０６は、まず、正解の行動・
状況パターンが分かっている特徴量ベクトルを学習データとして機械学習アルゴリズムに
入力し、各行動・状況パターンの確度、又は最適な行動・状況パターンを判定する判定モ
デルを生成する。
【００４３】
　次いで、行動・状況認識部１０６は、生成した判定モデルに入力データを入力し、入力
データに適合すると推測される行動・状況パターンを判定する。但し、生成した判定モデ
ルを用いて行われた判定結果に対する正誤のフィードバックが得られる場合、そのフィー
ドバックを利用して判定モデルが再構築される。この場合、行動・状況認識部１０６は、
再構築した判定モデルを用いて入力データに適合すると推測される行動・状況パターンを
判定する。以上が学習モデル判定の具体的な処理内容である。
【００４４】
　以上説明した方法により、行動・状況認識部１０６は、図１３に示すような行動・状況
パターンを検出する。そして、行動・状況認識部１０６により検出された行動・状況パタ
ーンは、行動・状況パターンに応じた推奨サービスＳＶの提供に利用されたり、行動・状
況パターンに応じた処理を行うアプリケーションＡＰにより利用される。
【００４５】
　以上、行動・状況解析システム１０のシステム構成について説明した。後述する実施形
態に係る技術は、上述した行動・状況解析システム１０の機能に関係する。なお、行動・
状況解析システム１０の詳細な機能については、例えば、特開２０１１－０８１４３１号
公報などの記載が参考になる。
【００４６】
　［１－２：実施形態の概要］
　ここで、本実施形態の概要について述べる。本実施形態に係る技術は、上記の行動・状
況解析システム１０などを利用して得られる行動パターンの情報と、テキスト情報などの
入力情報とを組み合わせ、より付加価値の高い情報を提供する仕組みに関する。
【００４７】
　例えば、後段において紹介する構成例＃１は、「所定の事柄」に対応する一又は複数の
行動パターンに基づいて、その事柄に関する状態を表す「状態情報」を提供する仕組みに
関する。例えば、上記の「所定の事柄」は、入力情報から得られるユーザの目標／宣言で
あり、上記の「状態情報」は、その目標／宣言に対する達成度である。
【００４８】
　上記の「所定の事柄」は、入力情報から得られるユーザの目標／宣言に限定されず、上
記の「状態情報」は、その目標／宣言に対する達成度に限定されないが、後述する構成例
＃１では、主に入力情報から得られるユーザの目標／宣言に対する達成度をユーザに提供
する仕組みを例として、説明を進めることとする。
【００４９】
　また、「状態情報」は、所定の事柄に対する現在の状態と目標／宣言を達成した場合の
状態との比較情報の一例である達成度以外にも、例えば、所定の事柄に対する現在の状態
を表す情報や、所定の事柄に対する現在の状態と過去の状態との比較情報であってもよく
、この場合であっても、後述する構成例＃１に係る技術を適用できる。
【００５０】
　また、後述する構成例＃２は、上記の行動・状況解析システム１０などを利用して得ら
れる行動パターンの情報に、テキスト情報などの入力情報から得られるユーザの体験に関
する情報を付加し、より詳細な情報をユーザに提供する仕組みに関する。さらに、後述す
る構成例＃３は、上記の行動・状況解析システム１０などを利用して得られる行動パター
ンの情報、及びテキスト情報などの入力情報から得られるユーザの体験のうち、非日常的
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な行動や体験を判別してユーザに提供する仕組みに関する。
【００５１】
　なお、これら構成例＃１～＃３に係る技術は任意に組み合わせることも可能である。ま
た、以下の説明では、体験の抽出に用いる入力情報としてテキスト情報を主に想定するが
、例えば、マイクなどを利用して取得した音声情報などを利用することも可能である。こ
の場合、音声信号の波形をそのまま利用して周辺環境や行動に関する情報を得ることもで
きるし、音声認識技術を利用して音声信号からテキスト情報を得ることも可能である。音
声認識技術を利用する場合は、テキスト情報が得られることから、後述する構成例＃１～
＃３に係る技術をそのまま適用することができる。
【００５２】
　＜２：実施形態の詳細＞
　以下、本実施形態に係る技術の詳細について説明する。
【００５３】
　［２－１：システム構成の一例］
　まず、図１４を参照しながら、本実施形態に係るシステム構成の一例を紹介する。図１
４は、本実施形態に係るシステム構成の一例について説明するための説明図である。なお
、ここで紹介するシステム構成はあくまでも一例に過ぎず、現在及び将来において利用可
能な様々なシステム構成に対して本実施形態に係る技術を適用することが可能である。
【００５４】
　図１４に示すように、後述する情報提供システム１３、１７、１９は、主に、複数の情
報端末ＣＬと、サーバ装置ＳＶとにより構成される。情報端末ＣＬは、ユーザが利用する
機器の一例である。例えば、情報端末ＣＬとしては、携帯電話、スマートフォン、デジタ
ルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、カ
ーナビゲーションシステム、携帯ゲーム機、健康器具（万歩計（登録商標）などを含む）
、医療機器などが想定される。一方、サーバ装置ＳＶとしては、例えば、ホームサーバや
クラウドコンピューティングシステムなどが想定される。
【００５５】
　もちろん、本実施形態に係る技術が適用可能なシステム構成は図１４の例に限定されな
いが、説明の都合上、有線及び／又は無線のネットワークで接続された複数の情報端末Ｃ
Ｌ及びサーバ装置ＳＶを念頭に置きつつ説明を進めることにする。従って、情報端末ＣＬ
とサーバ装置ＳＶとの間で情報をやり取りすることが可能な構成を想定する。但し、情報
提供システム１３、１７、１９が有する各種機能のうち、どの機能を情報端末ＣＬが担い
、どの機能をサーバ装置ＳＶが担うように構成するかは自由である。例えば、情報端末Ｃ
Ｌの演算能力や通信速度などを考慮して設計されることが望ましい。
【００５６】
　［２－２：構成例＃１（目標達成度の示唆）］
　まず、構成例＃１について説明する。構成例＃１は、入力情報から得られるユーザの目
標／宣言に対する達成度をユーザに提供する仕組みに関する。
【００５７】
　（２－２－１：システム構成の詳細）
　構成例＃１に係るシステム（情報提供システム１３）は、例えば、図１５のようになる
。図１５に示すように、情報提供システム１３は、テキスト情報取得部１３１と、体験抽
出部１３２と、目標／宣言抽出部１３３と、目標／宣言照合部１３４と、対応関係記憶部
１３５と、目標／宣言登録部１３６とを有する。さらに、情報提供システム１３は、達成
度記憶部１３７と、センサ情報取得部１３８と、行動パターン抽出部１３９と、達成度更
新部１４０と、達成度表示部１４１とを有する。
【００５８】
　なお、センサ情報取得部１３８及び行動パターン抽出部１３９の機能は、上述した行動
・状況解析システム１０の機能を利用して実現可能である。また、情報提供システム１３
が有する上記構成要素のうち、どの構成要素の機能を情報端末ＣＬが担い、どの構成要素
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の機能をサーバ装置ＳＶが担うように設計するかは自由である。例えば、情報端末ＣＬの
演算能力や通信速度などを考慮して設計されることが望ましい。
【００５９】
　テキスト情報取得部１３１は、ユーザが入力したテキスト情報を取得する。例えば、テ
キスト情報取得部１３１は、ユーザがテキストを入力するための入力デバイスであっても
よいし、ソーシャルネットワークサービスやアプリケーションからテキスト情報を取得す
る情報収集デバイスであってもよい。ここでは、説明の都合上、テキスト情報取得部１３
１がソフトウェアキーボードのような入力手段であると想定して説明を進める。
【００６０】
　テキスト情報取得部１３１により取得されたテキスト情報は、体験抽出部１３２に入力
される。このとき、体験抽出部１３２には、テキスト情報と共に、テキスト情報が入力さ
れた際の時刻情報が入力されてもよい。テキスト情報が入力されると、体験抽出部１３２
は、入力されたテキスト情報を解析し、ユーザの体験に関する情報をテキスト情報から抽
出する。体験に関する情報とは、例えば、体験した事象（体験の種類など）、体験した場
所、体験した時間などを含む情報である。
【００６１】
　ここで、体験抽出部１３２の機能構成について、図１６を参照しながら、より詳細に説
明する。図１６に示すように、体験抽出部１３２は、主に、種類特徴量抽出部１５１と、
体験種類判別部１５２と、体験種類モデル記憶部１５３とを有する。さらに、体験抽出部
１３２は、場所特徴量抽出部１５４と、体験場所抽出部１５５と、体験場所モデル記憶部
１５６とを有する。そして、体験抽出部１３２は、時間特徴量抽出部１５７と、体験時間
抽出部１５８と、体験時間モデル記憶部１５９とを有する。
【００６２】
　テキスト情報が体験抽出部１３２に入力されると、そのテキスト情報は、種類特徴量抽
出部１５１、場所特徴量抽出部１５４、及び時間特徴量抽出部１５７に入力される。
【００６３】
　種類特徴量抽出部１５１は、入力されたテキスト情報から体験の種類に関する特徴量（
以下、種類特徴量）を抽出する。種類特徴量抽出部１５１により抽出された種類特徴量は
、体験種類判別部１５２に入力される。体験種類判別部１５２は、体験種類モデル記憶部
１５３に記憶されている学習モデルを利用して、入力された種類特徴量から体験の種類を
判別する。そして、体験種類判別部１５２による判別結果は、目標／宣言抽出部１３３に
入力される。
【００６４】
　また、場所特徴量抽出部１５４は、入力されたテキスト情報から、体験した場所に関す
る特徴量（以下、場所特徴量）を抽出する。場所特徴量抽出部１５４により抽出された場
所特徴量は、体験場所判別部１５５に入力される。体験場所判別部１５５は、体験場所モ
デル記憶部１５６に記憶されている学習モデルを利用して、入力された場所特徴量から体
験した場所を判別する。そして、体験場所判別部１５５による判別結果は、目標／宣言抽
出部１３３に入力される。
【００６５】
　また、時間特徴量抽出部１５７は、入力されたテキスト情報から、体験した時間に関す
る特徴量（以下、時間特徴量）を抽出する。時間特徴量抽出部１５７により抽出された時
間特徴量は、体験時間判別部１５８に入力される。体験時間判別部１５８は、体験時間モ
デル記憶部１５９に記憶されている学習モデルを利用して、入力された時間特徴量から体
験した時間を判別する。そして、体験時間判別部１５８による判別結果は、目標／宣言抽
出部１３３に入力される。
【００６６】
　ここで、図１７を参照しながら、音楽体験を例に体験抽出部１３２が実行する処理の内
容について説明を補足する。図１７は、体験抽出部１３２が実行する具体的な処理の内容
について説明するための説明図である。なお、ここでは説明の都合上、音楽体験を例に上
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げて説明を進めるが、本実施形態の技術的範囲はこれに限定されない。
【００６７】
　図１７に示すように、音楽体験の場合、体験の種類としては、例えば、「音楽を聴く（
ｌｉｓｔｅｎ）」「ＴＶ／映画／ＤＶＤなどで音楽映像を見る（ｗａｔｃｈ）」「曲／Ｃ
Ｄを買う（ｂｕｙ）」「ライブやコンサートに参加する（ｌｉｖｅ）」「歌を歌う／演奏
する／作曲する（ｐｌａｙ）」などが考えられる。体験抽出部１３２は、種類特徴量抽出
部１５１及び体験種類判別部１５２の機能を利用して、これら体験の種類を判別する。
【００６８】
　例えば、体験の種類「ｌｉｓｔｅｎ」を判別する場合、まず、種類特徴量抽出部１５１
は、形態素、ｎ－ｇｒａｍ、極大部分文字列などの手法により体験の種類「ｌｉｓｔｅｎ
」に関する種類特徴量を抽出する。次いで、体験種類判別部１５２は、ＳＶＭやＬｏｇｉ
ｓｔｉｃ　Ｒｅｇｒｅｓｓｉｏｎなどの手法により種類特徴量から体験の種類「ｌｉｓｔ
ｅｎ」に該当するか否かを判別する。体験種別判別部１５２による判別結果は、体験の種
類を表す情報として出力される。同様に、体験の種類「ｗａｔｃｈ」「ｂｕｙ」「ｌｉｖ
ｅ」「ｐｌａｙ」などについても判別結果が得られる。
【００６９】
　また、体験場所の抽出は、場所特徴量抽出部１５４及び体験場所抽出部１５５の機能に
より実現される。まず、場所特徴量抽出部１５４は、入力されたテキスト情報を対象に形
態素解析を実行し、その結果を体験場所抽出部１５５に入力する。次いで、体験場所抽出
部１５５は、形態素解析の結果に基づき、ＣＲＦ（Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｒａｎｄｏ
ｍ　Ｆｉｅｌｄ）などの手法を利用して体験場所を抽出する。例えば、体験場所抽出部１
５５は、図１８に示すような素性テンプレートを利用し、図１９に示すように体験場所（
図１９の例では「京都駅」を抽出）を抽出する。
【００７０】
　また、体験時間の抽出は、時間特徴量抽出部１５７及び体験時間抽出部１５８の機能に
より実現される。体験時間の抽出は、上述した体験場所の抽出と同様に、形態素解析及び
ＣＲＦなどを利用した系列ラベリングの手法により実現される。なお、体験時間の表現と
しては、例えば、「現在」「過去」「未来」「朝」「昼」「夕方」「深夜」など、様々な
単位の表現が利用されうる。このようにして得られた体験場所及び体験時間の情報は、体
験の種類を示す判別結果と共に、目標／宣言抽出部１３３に入力される。なお、体験の種
類、体験場所、体験時間の一部又は全部が得られない場合もある。
【００７１】
　再び図１５を参照する。体験の種類、体験場所、体験時間の情報が得られると、目標／
宣言抽出部１３３は、体験の種類及び体験時間の情報を利用して、テキスト情報に目標／
宣言に関する情報が含まれるか否かを判定する。例えば、図２０に示すように、体験の種
類が「ダイエット」、体験時間が「未来」の場合、目標／宣言抽出部１３３は、この結果
に対応するテキスト情報が目標／宣言を含むものと判定する。一方、体験の種類が「ダイ
エット」であっても、体験時間が「過去」の場合、目標／宣言抽出部１３３は、この結果
に対応するテキスト情報が目標／宣言を含まないものと判定する。
【００７２】
　つまり、目標／宣言抽出部１３３は、体験種類が目標／宣言に該当し、体験時間が未来
の場合に、その結果に対応するテキスト情報が目標／宣言を含むものと判定する。そして
、目標／宣言抽出部１３３は、目標／宣言を含むものと判定したテキスト情報から得られ
た体験種類を目標／宣言として抽出する。そして、目標／宣言抽出部１３３により抽出さ
れた目標／宣言の情報は、目標／宣言照合部１３４に入力される。目標／宣言の情報が入
力されると、目標／宣言照合部１３４は、対応関係記憶部１３５を参照し、入力された目
標／宣言に関連する一又は複数の行動パターンを特定し、特定した各行動パターンを抽出
する。
【００７３】
　ここで、上記の説明では、目標／宣言照合部１３４は、目標／宣言の情報が入力された
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後に、その目標／宣言に対応する一又は複数の行動パターンを特定することとしたが、本
実施形態に係る技術の適用範囲はこれに限定されない。
【００７４】
　例えば、目標／宣言に関連するか否かを問わず、予め取得可能な全行動パターンを認識
し、その認識結果をデータベースに格納しておくことが考えられる。この場合には、目標
／宣言が入力された際に、全行動パターンの認識結果を格納したデータベースから、入力
された目標／宣言に対応付けられた行動パターンについてのデータを参照すればよい。
【００７５】
　対応関係記憶部１３５には、例えば、図２１に示すように、目標／宣言と行動パターン
との対応関係を示すデータベースが格納されている。また、図２１の例では、目標／宣言
と行動パターンとの各組み合わせに対して寄与度が対応付けられている。例えば、ダイエ
ットを目標／宣言にしている場合、「歩く」や「走る」といった行動はダイエットに効果
があるが、「車に乗る」や「電車に乗る」といった行動はダイエットに効果がない。こう
した観点から、図２１の例では、目標／宣言と行動パターンとの各組み合わせに対して寄
与度が対応付けられている。
【００７６】
　目標／宣言照合部１３４は、目標／宣言の情報及び目標／宣言に対応する行動パターン
の情報を目標／宣言登録部１３６に入力する。目標／宣言の情報及び目標／宣言に対応す
る行動パターンの情報が入力されると、目標／宣言登録部１３６は、入力された目標／宣
言及び行動パターンを到達度記憶部１３７に登録する。このようにして目標／宣言が登録
されると、登録された目標／宣言に関して達成度の計算及び達成度に関する情報の提供が
開始される。また、日々検出される行動パターンに応じて達成度が計算され、リアルタイ
ムに目標／宣言に対する達成度の情報がユーザに提供される。
【００７７】
　再び図１５を参照する。行動パターンの検出は、センサ情報取得部１３８及び行動パタ
ーン抽出部１３９の機能により実現される。まず、センサ情報取得部１３８は、モーショ
ンセンサや位置センサなどからセンサ情報を取得する。センサ情報取得部１３８により取
得されたセンサ情報は、行動パターン抽出部１３９に入力される。行動パターン抽出部１
３９は、入力されたセンサ情報から行動パターンを抽出する。行動パターン抽出部１３９
により抽出された行動パターンの情報は、達成度更新部１４０に入力される。なお、行動
パターンの抽出方法は、上述した行動・状況解析システム１０による行動パターンの抽出
方法と同じ方法が適用可能である。
【００７８】
　行動パターンの情報が入力されると、達成度更新部１４０は、達成度記憶部１３７に登
録された目標／宣言に関する情報を参照し、入力された情報が示す行動パターンが、目標
／宣言に対応する行動パターンに該当するか否かを判定する。目標／宣言に対応する行動
パターンに該当する場合、達成度記憶部１３７は、その目標／宣言と、入力された行動パ
ターンとの組み合わせに対応する達成効果（例えば、図２１を参照）を認識する。次いで
、達成度記憶部１３７は、その達成効果に対応付けられた達成度の更新値に基づいて現在
の達成度を計算し、達成度記憶部１３７に記録する。
【００７９】
　例えば、目標／宣言が「ダイエット」、達成効果「無」＝－５ポイント、達成効果「小
」＝＋５ポイント、達成効果「中」＝＋１５ポイント、達成効果「大」＝＋３０ポイント
の場合について、図２２を参照しながら具体的に考えてみたい。まず、ユーザが電車に１
時間乗った場合、行動パターン「電車に乗る（達成効果「無」）」が検出されるため、達
成度更新部１４０は、現在の達成度を－５ポイントに設定する。次いで、ユーザが１０分
歩いた場合、行動パターン「歩く（達成効果「中」）」が検出されるため、達成度更新部
１４０は、前回の達成度に１５ポイント加算して現在の達成度を１０ポイントに更新する
。このように、行動パターンに応じて達成度が更新される。
【００８０】
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　再び図１５を参照する。上記のように、達成度記憶部１３７に格納された目標／宣言毎
の達成度はリアルタイムに更新される。達成度記憶部１３７に格納された目標／宣言毎の
達成度は、達成度表示部１４１により読み出され、ユーザに提示される。例えば、達成度
表示部１４１は、図２２の表示例＃１及び＃２に示すように、ユーザがとった行動パター
ンを示すオブジェクトと共に、その行動に応じて更新された達成度の値を表示する。表示
例＃１は、ユーザが「走る」行動をとったために達成度がアップし、更新後の達成度が３
５になったことを示している。
【００８１】
　以上、構成例＃１に係る情報提供システム１３の構成について説明した。なお、上記の
説明においては、テキスト情報の解析を先に実施し、センサ情報の解析を後に実施するよ
うな処理の流れに沿って説明したが、解析処理の順序は逆でもよい。また、達成度の通知
方法は、画面表示に代えて音声ガイダンスにしたり、振動や光の明滅などで表現したりす
る方法などでもよい。例えば、達成度に応じて振動の強弱が変化したり、光の明滅速度や
明るさが変化したりする構成などが考えられる。こうした変形についても当然に本実施形
態の技術的範囲に属する。
【００８２】
　（２－２－２：処理の流れ）
　次に、図２３を参照しながら、情報提供システム１３が実行する処理の流れについて説
明する。図２３は、情報提供システム１３が実行する処理の流れについて説明するための
説明図である。なお、図２３に示した処理ステップの一部は順序を変更してもよい。例え
ば、テキスト情報の解析に係る処理ステップの順番とセンサ情報の解析に係る処理ステッ
プの順番とを入れ替えてもよい。
【００８３】
　図２３に示すように、まず、情報提供システム１３は、テキスト情報取得部１３１の機
能により、テキスト情報を取得する（Ｓ１０１）。次いで、情報提供システム１３は、体
験抽出部１３２の機能により、テキスト情報から体験に関する情報を抽出する（Ｓ１０２
）。体験に関する情報としては、例えば、体験の種類、体験場所、体験時間などが含まれ
る。次いで、情報提供システム１３は、目標／宣言抽出部１３３の機能により、体験に関
する情報から目標／宣言に関する情報を抽出する（Ｓ１０３）。
【００８４】
　次いで、情報提供システム１３は、目標／宣言照合部１３４の機能により、ステップＳ
１０３で抽出した目標／宣言に対応する行動パターンを抽出する（Ｓ１０４）。次いで、
情報提供システム１３は、目標／宣言登録部１３６の機能により、達成度の算出対象とな
る目標／宣言と、その目標／宣言に対応する行動パターンを達成度記憶部１３７に登録す
る（Ｓ１０５）。
【００８５】
　一方で、情報提供システム１３は、センサ情報取得部１３８の機能により、センサ情報
を取得する（Ｓ１０６）。次いで、情報提供システム１３は、行動パターン抽出部１３９
の機能により、センサ情報から行動パターンを抽出する（Ｓ１０７）。次いで、情報提供
システム１３は、達成度更新部１４０の機能により、ステップＳ１０７で抽出した行動パ
ターンに対応する目標／宣言の達成効果を認識し、認識した達成効果に応じて現在の達成
度を計算する（Ｓ１０８）。次いで、情報提供システム１３は、達成度表示部１４１の機
能により、目標／宣言の達成度を表示し（Ｓ１０９）、一連の処理を終了する。
【００８６】
　以上、情報提供システム１３が実行する処理の流れについて説明した。
【００８７】
　（２－２－３：画面表示の例）
　ここで、達成度の表示方法について説明を補足する。
【００８８】
　達成度の表示方法としては、図２２の表示例＃１及び＃２のような方法がある。つまり
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、現在の行動パターンに対応するオブジェクトを表示し、現在の行動パターンをとった結
果として得られた達成度を表示する方法が一例として挙げられる。特に、図２２の例では
、現在の行動パターンにより達成度がアップしたのか、ダウンしたのかが矢印で表示され
ており、ひと目で目標／宣言に対する効果が分かるようになっている。このような表示に
より、良い効果を奏する行動パターンをとるようにユーザを促すことが可能になる。また
、その効果が達成度の数値にリアルタイムに反映されるため、目標／宣言に取り組むユー
ザのモチベーションを持続させる効果も期待できる。
【００８９】
　（２－２－４：変形例（動物への適用））
　ところで、これまでは人間の行動パターンを対象とする技術について説明を進めてきた
。しかし、構成例＃１に係る技術は、人間以外の動物に対しても適用可能である。例えば
、犬や猫などのペットの首輪にセンサを装着し、飼い主がペットの目標／宣言をテキスト
情報として入力することにより、ペットの目標達成度を得ることも可能である。例えば、
飼い主が目の届かない場所や時間帯に、ペットがどのくらい運動しているか、といったデ
ータを得ることが可能になる。こうしたデータを解析し、ペットの健康管理を行うことで
、ペットの病気予防などに効果を発揮するものと考えられる。
【００９０】
　以上、構成例＃１に係る技術について説明した。上記の構成例＃１に係る技術によれば
、入力情報から得られるユーザの宣言と、推定された行動パターンとの適合状況から、当
該ユーザの宣言に関する達成状況を提示することが可能になる。
【００９１】
　（適用例）
　上記のように、構成例＃１に係る技術を適用すると、ユーザの目標／宣言、及び行動パ
ターンに基づく達成度が得られる。そこで、この達成度をグラフ化してユーザに表示した
り、目標／宣言の達成に向けて達成度が増加傾向にあるか、減少傾向にあるかに応じて目
標／宣言に向けた努力の度合いを表示したりする表示方法が実現可能である。さらに、目
標／宣言の達成が困難な状況（達成度が著しく低い状況（閾値を下回る場合など））にな
っている場合に、達成度を下げる要因となった行動パターンの代表例（頻度の多いもの）
やヒストグラムなどをユーザに提示して、困難な状況に陥った原因をユーザに提示する表
示方法も実現可能である。さらに、達成度を下げる要因となった行動パターンの代表例と
は逆の傾向を持つ行動パターンをユーザに提示することで、ユーザが目標／宣言を達成す
るための助言を与える表示方法も実現可能である。このような表示方法を適用することで
、ユーザの目標／宣言の達成を直接的又は間接的にサポートすることが可能になる。
【００９２】
　［２－３：構成例＃２（詳細行動の表示）］
　次に、構成例＃２について説明する。構成例＃２は、入力情報から得られるユーザの体
験に関する情報を行動パターンの情報に付加して提供する仕組みに関する。
【００９３】
　（２－３－１：システム構成の詳細）
　構成例＃２に係るシステム（情報提供システム１７）は、例えば、図２４のようになる
。図２４に示すように、情報提供システム１７は、テキスト情報取得部１７１と、体験抽
出部１７２と、抽出結果記憶部１７３と、センサ情報取得部１７４と、行動パターン抽出
部１７５と、行動・体験照合部１７６と、対応関係記憶部１７７と、付加体験検索部１７
８と、行動・付加体験表示部１７９とを有する。
【００９４】
　なお、センサ情報取得部１７４及び行動パターン抽出部１７５の機能は、上述した行動
・状況解析システム１０の機能を利用して実現可能である。また、情報提供システム１７
が有する上記構成要素のうち、どの構成要素の機能を情報端末ＣＬが担い、どの構成要素
の機能をサーバ装置ＳＶが担うように設計するかは自由である。例えば、情報端末ＣＬの
演算能力や通信速度などを考慮して設計されることが望ましい。



(17) JP 5935516 B2 2016.6.15

10

20

30

40

50

【００９５】
　テキスト情報取得部１７１は、ユーザが入力したテキスト情報を取得する。例えば、テ
キスト情報取得部１７１は、ユーザがテキストを入力するための入力デバイスであっても
よいし、ソーシャルネットワークサービスやアプリケーションからテキスト情報を取得す
る情報収集デバイスであってもよい。ここでは、説明の都合上、テキスト情報取得部１７
１がソフトウェアキーボードのような入力手段であると想定して説明を進める。
【００９６】
　テキスト情報取得部１７１により取得されたテキスト情報は、体験抽出部１７２に入力
される。このとき、体験抽出部１７２には、テキスト情報と共に、テキスト情報が入力さ
れた際の時刻情報が入力されてもよい。テキスト情報が入力されると、体験抽出部１７２
は、入力されたテキスト情報を解析し、ユーザの体験に関する情報をテキスト情報から抽
出する。体験に関する情報とは、例えば、体験した事象（体験の種類など）、体験した場
所、体験した時間などを含む情報である。なお、体験抽出部１７２の機能は、構成例＃１
に係る体験抽出部１３２の機能と実質的に同じである。体験抽出部１７２により抽出され
た体験に関する情報は、抽出結果記憶部１７３に格納される。
【００９７】
　一方、センサ情報取得部１７４は、モーションセンサや位置センサなどからセンサ情報
を取得する。センサ情報取得部１７４により取得されたセンサ情報は、行動パターン抽出
部１７５に入力される。行動パターン抽出部１７５は、入力されたセンサ情報から行動パ
ターンを抽出する。行動パターン抽出部１７５により抽出された行動パターンの情報は、
行動・体験照合部１７６に入力される。なお、行動パターンの抽出方法は、上述した行動
・状況解析システム１０による行動パターンの抽出方法と同じ方法が適用可能である。
【００９８】
　行動パターンの情報が入力されると、行動・体験照合部１７６は、対応関係記憶部１７
７に記憶された行動パターンと体験との対応関係を参照し、入力された情報が示す行動パ
ターンに対応する体験を抽出する。例えば、図２５に示すように、対応関係記憶部１７７
には、行動パターン毎に体験が対応付けて記憶されている。上記のように、行動パターン
は、センサ情報から得られる。一方、体験の情報は、テキスト情報から得られる。行動パ
ターン及び体験の情報を得る方法については、上記の構成例＃１と実質的に同じである。
【００９９】
　行動・体験照合部１７６により抽出された体験の情報及び当該体験に対応する行動パタ
ーンの情報は、付加体験検索部１７８に入力される。体験の情報が入力されると、付加体
験検索部１７８は、抽出結果記憶部１７３を参照し、入力された情報が示す体験と同じ体
験を検索する。検索の結果、入力された情報が示す体験と同じ体験が検出されると、付加
体験検索部１７８は、検出された体験に対応するテキスト情報、体験に関する情報（体験
の種類、体験場所、体験時間、体験の対象など）を抽出する。例えば、付加体験検索部１
７８により、図２６に示すような体験に関する情報が得られる。
【０１００】
　付加体験検索部１７８による検索結果は、行動・付加体験表示部１７９に入力される。
検索結果が入力されると、行動・付加体験表示部１７９は、入力された検索結果に基づい
て体験に関する情報を表示する。例えば、図２７に示すように、行動・付加体験表示部１
７９は、行動パターン及び体験に関する情報を表示する。図２７には、センサ情報のみを
利用した場合に得られる行動パターンの情報を表示する場合と、センサ情報及びテキスト
情報を利用した場合に得られる行動パターンの情報及び体験の情報を表示する場合とを並
べて示した。センサ情報に加えてテキスト情報を利用すると、図２７に示すように、体験
に関する詳細な情報が得られるため、詳細な情報の表示が可能になる。
【０１０１】
　ケース＃１の場合、センサ情報のみだと行動パターン「歩行」に対応するオブジェクト
を表示することしかできないが、テキスト情報を追加的に利用すると行動の対象である「
犬」に関するオブジェクトを表示することが可能になる。ケース＃２の場合、センサ情報
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のみだと行動パターン「走る」に対応するオブジェクトを表示することしかできないが、
テキスト情報を追加的に利用すると体験の種類である「出社」に関するオブジェクトを表
示することが可能になる。
【０１０２】
　さらに、ケース＃３の場合、センサ情報のみだと行動パターン「車に乗る」に対応する
オブジェクトを表示することしかできないが、テキスト情報を追加的に利用すると体験の
種類「会話」及び体験場所「車」に関するオブジェクトを表示することが可能になる。ま
た、ここではテキスト情報を追加的に利用する方法を例示したが、音声情報を利用するこ
とでも体験の種類「会話」や体験場所「車」などを特定可能になるため、音声情報を追加
的に利用して同様の詳細表示を実現することも可能である。また、音声認識技術を利用す
ると、音声信号をテキスト情報に変換することができるため、同様の方法にて図２７に示
すような詳細表示を実現することが可能になる。
【０１０３】
　以上、構成例＃２に係る情報提供システム１７の構成について説明した。なお、上記の
説明においては、テキスト情報の解析を先に実施し、センサ情報の解析を後に実施するよ
うな処理の流れに沿って説明したが、解析処理の順序は逆でもよい。また、詳細情報の通
知方法は、画面表示に代えて音声ガイダンスにしたりしてもよい。こうした変形について
も当然に本実施形態の技術的範囲に属する。
【０１０４】
　（２－３－２：処理の流れ）
　次に、図２８を参照しながら、情報提供システム１７が実行する処理の流れについて説
明する。図２８は、情報提供システム１７が実行する処理の流れについて説明するための
説明図である。なお、図２８に示した処理ステップの一部は順序を変更してもよい。例え
ば、テキスト情報の解析に係る処理ステップの順番とセンサ情報の解析に係る処理ステッ
プの順番とを入れ替えてもよい。
【０１０５】
　図２８に示すように、まず、情報提供システム１７は、テキスト情報取得部１７１の機
能により、テキスト情報を取得する（Ｓ１１１）。次いで、情報提供システム１７は、体
験抽出部１７２の機能により、テキスト情報から体験に関する情報を抽出する（Ｓ１１２
）。次いで、情報提供システム１７は、センサ情報取得部１７４の機能により、センサ情
報を取得する（Ｓ１１３）。次いで、情報提供システム１７は、行動パターン抽出部１７
５の機能により、センサ情報から行動パターンを抽出する（Ｓ１１４）。
【０１０６】
　次いで、情報提供システム１７は、行動・体験照合部１７６の機能により、ステップＳ
１１４で抽出した行動パターンと体験とを照合し、当該行動パターンに対応する体験の情
報を抽出する（Ｓ１１５）。次いで、情報提供システム１７は、付加体験検索部１７８の
機能により、ステップＳ１１２で抽出された体験に関する情報の中から、ステップＳ１１
５にて抽出した体験に対応する体験に関する情報を抽出する（Ｓ１１６）。次いで、情報
提供システム１７は、行動・付加体験表示部１７９の機能により、センサ情報から抽出さ
れた行動パターンに対応する情報と共に、ステップＳ１１６で抽出された体験に関する情
報に対応する情報を表示し（Ｓ１１７）、一連の処理を終了する。
【０１０７】
　以上、情報提供システム１７が実行する処理の流れについて説明した。
【０１０８】
　（２－３－３：画面表示の例）
　ここで、詳細情報の表示方法について説明を補足する。
【０１０９】
　詳細情報の表示方法としては、図２７のケース＃１～＃３のような方法がある。つまり
、センサ情報から検出された行動パターンの情報を表示しておき、当該行動パターンに対
応する体験についてテキスト情報から体験に関する情報が得られている場合に、その体験
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に関する情報を追加的に表示する方法が一例として挙げられる。また、ケース＃２のよう
に詳細表示として時間情報（「あと５ｍｉｎ」)を付加的に表示したり、ケース＃３のよ
うに詳細表示として同乗者や会話内容を付加的に表示したりする方法も考えられる。こう
した詳細表示が可能になると、より的確に状況を伝えることができるようになる。
【０１１０】
　以上、構成例＃２に係る技術について説明した。
【０１１１】
　［２－４：構成例＃３（日常行動／非日常行動の判別）］
　次に、構成例＃３について説明する。構成例＃３は、行動パターンの情報、及びテキス
ト情報などの入力情報から得られるユーザの体験のうち、非日常的な行動や体験を判別し
てユーザに提供する仕組みに関する。
【０１１２】
　（２－４－１：システム構成の詳細）
　構成例＃３に係るシステム（情報提供システム１９）は、例えば、図２９のようになる
。図２９に示すように、情報提供システム１９は、テキスト情報取得部１９１と、体験抽
出部１９２と、抽出結果記憶部１９３と、センサ情報取得部１９４と、行動パターン抽出
部１９５と、行動・体験照合部１９６と、対応関係記憶部１９７と、非日常行動判別部１
９８と、非日常行動表示部１９９とを有する。
【０１１３】
　なお、センサ情報取得部１９４及び行動パターン抽出部１９５の機能は、上述した行動
・状況解析システム１０の機能を利用して実現可能である。また、情報提供システム１９
が有する上記構成要素のうち、どの構成要素の機能を情報端末ＣＬが担い、どの構成要素
の機能をサーバ装置ＳＶが担うように設計するかは自由である。例えば、情報端末ＣＬの
演算能力や通信速度などを考慮して設計されることが望ましい。
【０１１４】
　テキスト情報取得部１９１は、ユーザが入力したテキスト情報を取得する。例えば、テ
キスト情報取得部１９１は、ユーザがテキストを入力するための入力デバイスであっても
よいし、ソーシャルネットワークサービスやアプリケーションからテキスト情報を取得す
る情報収集デバイスであってもよい。ここでは、説明の都合上、テキスト情報取得部１９
１がソフトウェアキーボードのような入力手段であると想定して説明を進める。
 
【０１１５】
　テキスト情報取得部１９１により取得されたテキスト情報は、体験抽出部１９２に入力
される。このとき、体験抽出部１９２には、テキスト情報と共に、テキスト情報が入力さ
れた際の時刻情報が入力されてもよい。テキスト情報が入力されると、体験抽出部１９２
は、入力されたテキスト情報を解析し、ユーザの体験に関する情報をテキスト情報から抽
出する。体験に関する情報とは、例えば、体験した事象（体験の種類など）、体験した場
所、体験した時間などを含む情報である。なお、体験抽出部１９２の機能は、構成例＃１
に係る体験抽出部１３２の機能と実質的に同じである。体験抽出部１９２により抽出され
た体験に関する情報は、抽出結果記憶部１９３に格納される。
【０１１６】
　一方、センサ情報取得部１９４は、モーションセンサや位置センサなどからセンサ情報
を取得する。センサ情報取得部１９４により取得されたセンサ情報は、行動パターン抽出
部１９５に入力される。行動パターン抽出部１９５は、入力されたセンサ情報から行動パ
ターンを抽出する。行動パターン抽出部１９５により抽出された行動パターンの情報は、
行動・体験照合部１９６に入力される。なお、行動パターンの抽出方法は、上述した行動
・状況解析システム１０による行動パターンの抽出方法と同じ方法が適用可能である。
【０１１７】
　行動パターンの情報が入力されると、行動・体験照合部１９６は、対応関係記憶部１９
７に記憶された行動パターンと体験との対応関係を参照し、入力された情報が示す行動パ
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ターンに対応する体験を抽出する。例えば、図２５に示すように、対応関係記憶部１９７
には、行動パターン毎に体験が対応付けて記憶されている。上記のように、行動パターン
は、センサ情報から得られる。一方、体験の情報は、テキスト情報から得られる。行動パ
ターン及び体験の情報を得る方法については、上記の構成例＃１と実質的に同じである。
【０１１８】
　行動・体験照合部１９６により抽出された体験の情報及び当該体験に対応する行動パタ
ーンの情報は、非日常行動判別部１９８に入力される。行動パターンの情報が入力される
と、非日常行動判別部１９８は、入力された行動パターンの情報が非日常的な行動を示す
ものであるか否かを判別する。また、体験の情報が入力されると、非日常行動判別部１９
８は、入力された体験の情報が非日常的な体験を示すものであるか否かを判別する。
 
 
【０１１９】
　例えば、非日常行動判別部１９８は、図３０に示すような非日常条件に基づいて非日常
的な行動及び非日常的な体験を判別する。
【０１２０】
　図３０の例では、（非日常＃１）の場合、非日常行動判別部１９８は、センサ情報から
抽出した行動パターンに時間帯異常が発生したか否かを判定する。つまり、非日常行動判
別部１９８は、ある種類の行動が、普段抽出される時間帯とは異なる時間帯に抽出された
場合や、どの時間帯にも抽出されなかった場合に、その行動が非日常行動であると判別す
る。具体的には、普段「歩行」行動が朝と夕方に抽出されるユーザについて、「歩行」行
動が深夜に抽出された場合、深夜の「歩行」行動は、非日常行動であると判別される。
【０１２１】
　また、（非日常＃２）の場合、非日常行動判別部１９８は、センサ情報から抽出した行
動パターンに種類異常が発生したか否かを判定する。つまり、非日常行動判別部１９８は
、ある時間帯について、普段抽出される行動とは異なる種類の行動が抽出された場合、そ
の行動が非日常行動であると判別する。具体的には、普段「歩行」行動や「電車」行動が
朝に抽出されるユーザについて、「走る」行動や「自転車」行動が抽出された場合、「走
る」行動や「自転車」行動は、非日常行動であると判別される。
【０１２２】
　また、（非日常＃３）の場合、非日常行動判別部１９８は、テキスト情報から抽出した
体験に時間帯異常が発生したか否かを判定する。つまり、非日常行動判別部１９８は、あ
る種類の体験が、普段抽出される時間帯とは異なる時間帯に抽出された場合や、どの時間
帯にも抽出されなかった場合に、その体験が非日常行動であると判別する。具体的には、
朝、昼、晩に「食事」体験が抽出されるユーザについて、「食事」体験が深夜に抽出され
た場合や、昼に「食事」体験が抽出されなかった場合、該当する体験は、非日常行動であ
ると判別される。
【０１２３】
　また、（非日常＃４）の場合、非日常行動判別部１９８は、テキスト情報から抽出した
体験に種類異常が発生したか否かを判定する。つまり、非日常行動判別部１９８は、ある
時間帯について、普段抽出される体験とは異なる種類の体験が抽出された場合、その体験
が非日常行動であると判別する。具体的には、昼に「食事」体験が抽出されるユーザにつ
いて、昼に「走る」体験が検出された場合、昼に「走る」体験は、非日常行動であると判
別される。
【０１２４】
　再び図２９を参照する。上記のようにして非日常行動判別部１９８による非日常行動の
判別結果は、非日常行動表示部１９９に入力される。非日常行動表示部１９９は、非日常
行動に対応するオブジェクトやテキストを強調表示したり、非日常行動を示す新たなオブ
ジェクトを表示したりする。
【０１２５】
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　以上、構成例＃３に係る情報提供システム１９の構成について説明した。なお、上記の
説明においては、テキスト情報の解析を先に実施し、センサ情報の解析を後に実施するよ
うな処理の流れに沿って説明したが、解析処理の順序は逆でもよい。また、日常／非日常
を判別する処理を例に挙げて説明したが、ポジティブな行動／ネガティブな行動を判別す
る仕組みを同様にして構築することも可能である。こうした変形についても当然に本実施
形態の技術的範囲に属する。
【０１２６】
　（２－４－２：応用例）
　図３０に非日常行動の判別ロジックを具体的に示したが、このようにして日常行動／非
日常行動を判別できるようにすることで、ユーザの健康状態や詳細な状況を推定すること
が可能になる。例えば、図３０に示した（非日常＃１）の場合、普段抽出されない深夜の
行動が抽出されていることから、不眠症ではないかと推定される。図３０の例では説明の
都合上、条件を単純化しているが、例えば、日中に「居眠り」行動が抽出されていれば、
夜更かしや生活リズムの乱れなどが理由として推定される。さらに条件を追加することで
、不眠症など、健康状態の診断に利用することも可能になる。
【０１２７】
　同様に、（非日常＃２）の例では、非日常行動の理由として、通勤時間にダイエットを
試みているのではないか、と推定される。また、（非日常＃３）の例では、単に、仕事で
忙しいことが非日常行動の理由として推定される。さらに、（非日常＃４）の例では、非
日常行動の理由として、昼食を抜くダイエットをしているのではないか、と推定される。
非日常行動を組み合わせることで、理由の推定精度を向上させることは可能であろう。ま
た、センサ情報及びテキスト情報に基づく非日常行動の履歴や統計結果から、非日常条件
を改善したり、理由の推定アルゴリズムを構築したりすることも有用であろう。このよう
に、本実施形態に係る技術は様々に応用可能である。
【０１２８】
　以上、構成例＃３に係る技術について説明した。
【０１２９】
　［２－５：構成例の組み合わせについて］
　上記の構成例＃１～＃３に係る技術は任意に組み合わせることも可能である。テキスト
情報から体験に関する情報を抽出する技術、及びセンサ情報から行動パターンを抽出する
技術に関しては共通しているため、他の機能ブロックを直列又は並列に接続することで、
任意の構成例＃１～＃３の一部又は全部を組み合わせることが可能である。また、複数の
構成例を組み合わせる場合、共通する機能を有する機能ブロックを共有するように設計す
ることで、処理負荷の低減やメモリ使用量の削減効果などを見込める。こうした組み合わ
せ構成についても、当然に本実施形態の技術的範囲に属する。
【０１３０】
　＜３：ハードウェア構成例＞
　上記の行動・状況認識システム１０、情報提供システム１３、１７、１９、情報端末Ｃ
Ｌ、サーバ装置ＳＶが有する各構成要素の機能は、例えば、図３１に示すようなハードウ
ェア構成を用いて実現することが可能である。つまり、当該各構成要素の機能は、コンピ
ュータプログラムを用いて図３１に示すハードウェアを制御することにより実現される。
なお、このハードウェアの形態は任意であり、例えば、パーソナルコンピュータ、携帯電
話、ＰＨＳ、ＰＤＡ等の携帯情報端末、ゲーム機、又は種々の情報家電がこれに含まれる
。但し、上記のＰＨＳは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ－ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍの
略である。また、上記のＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａ
ｎｔの略である。
【０１３１】
　図３１に示すように、このハードウェアは、主に、ＣＰＵ９０２と、ＲＯＭ９０４と、
ＲＡＭ９０６と、ホストバス９０８と、ブリッジ９１０と、を有する。さらに、このハー
ドウェアは、外部バス９１２と、インターフェース９１４と、入力部９１６と、出力部９
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１８と、記憶部９２０と、ドライブ９２２と、接続ポート９２４と、通信部９２６と、を
有する。但し、上記のＣＰＵは、Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔの略
である。また、上記のＲＯＭは、Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。そして
、上記のＲＡＭは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙの略である。
【０１３２】
　ＣＰＵ９０２は、例えば、演算処理装置又は制御装置として機能し、ＲＯＭ９０４、Ｒ
ＡＭ９０６、記憶部９２０、又はリムーバブル記録媒体９２８に記録された各種プログラ
ムに基づいて各構成要素の動作全般又はその一部を制御する。ＲＯＭ９０４は、ＣＰＵ９
０２に読み込まれるプログラムや演算に用いるデータ等を格納する手段である。ＲＡＭ９
０６には、例えば、ＣＰＵ９０２に読み込まれるプログラムや、そのプログラムを実行す
る際に適宜変化する各種パラメータ等が一時的又は永続的に格納される。
【０１３３】
　これらの構成要素は、例えば、高速なデータ伝送が可能なホストバス９０８を介して相
互に接続される。一方、ホストバス９０８は、例えば、ブリッジ９１０を介して比較的デ
ータ伝送速度が低速な外部バス９１２に接続される。また、入力部９１６としては、例え
ば、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、スイッチ、及びレバー等が用いられる
。さらに、入力部９１６としては、赤外線やその他の電波を利用して制御信号を送信する
ことが可能なリモートコントローラ（以下、リモコン）が用いられることもある。
【０１３４】
　出力部９１８としては、例えば、ＣＲＴ、ＬＣＤ、ＰＤＰ、又はＥＬＤ等のディスプレ
イ装置、スピーカ、ヘッドホン等のオーディオ出力装置、プリンタ、携帯電話、又はファ
クシミリ等、取得した情報を利用者に対して視覚的又は聴覚的に通知することが可能な装
置である。但し、上記のＣＲＴは、Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅの略である。また
、上記のＬＣＤは、Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。そして
、上記のＰＤＰは、Ｐｌａｓｍａ　ＤｉｓｐｌａｙＰａｎｅｌの略である。さらに、上記
のＥＬＤは、Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ　Ｄｉｓｐｌａｙの略である。
【０１３５】
　記憶部９２０は、各種のデータを格納するための装置である。記憶部９２０としては、
例えば、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス
、光記憶デバイス、又は光磁気記憶デバイス等が用いられる。但し、上記のＨＤＤは、Ｈ
ａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅの略である。
【０１３６】
　ドライブ９２２は、例えば、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体
メモリ等のリムーバブル記録媒体９２８に記録された情報を読み出し、又はリムーバブル
記録媒体９２８に情報を書き込む装置である。リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、
ＤＶＤメディア、Ｂｌｕ－ｒａｙメディア、ＨＤ　ＤＶＤメディア、各種の半導体記憶メ
ディア等である。もちろん、リムーバブル記録媒体９２８は、例えば、非接触型ＩＣチッ
プを搭載したＩＣカード、又は電子機器等であってもよい。但し、上記のＩＣは、Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔの略である。
【０１３７】
　接続ポート９２４は、例えば、ＵＳＢポート、ＩＥＥＥ１３９４ポート、ＳＣＳＩ、Ｒ
Ｓ－２３２Ｃポート、又は光オーディオ端子等のような外部接続機器９３０を接続するた
めのポートである。外部接続機器９３０は、例えば、プリンタ、携帯音楽プレーヤ、デジ
タルカメラ、デジタルビデオカメラ、又はＩＣレコーダ等である。但し、上記のＵＳＢは
、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓの略である。また、上記のＳＣＳＩは、Ｓ
ｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅの略である。
【０１３８】
　通信部９２６は、ネットワーク９３２に接続するための通信デバイスであり、例えば、
有線又は無線ＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、又はＷＵＳＢ用の通信カード、
光通信用のルータ、ＡＤＳＬ用のルータ、又は各種通信用のモデム等である。また、通信
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部９２６に接続されるネットワーク９３２は、有線又は無線により接続されたネットワー
クにより構成され、例えば、インターネット、家庭内ＬＡＮ、赤外線通信、可視光通信、
放送、又は衛星通信等である。但し、上記のＬＡＮは、Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋの略である。また、上記のＷＵＳＢは、Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＵＳＢの略である。そ
して、上記のＡＤＳＬは、Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｌｉｎｅの略である。
【０１３９】
　＜４：まとめ＞
　最後に、本実施形態の技術的思想について簡単に纏める。以下に記載する技術的思想は
、例えば、ＰＣ、携帯電話、携帯ゲーム機、携帯情報端末、情報家電、カーナビゲーショ
ンシステム等、種々の情報処理装置に対して適用することができる。
【０１４０】
　上記の情報処理装置の機能構成は次のように表現することができる。
【０１４１】
　（１）
　テキスト情報から所定の事柄を抽出する事柄抽出部と、
　前記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定する行動パターン特
定部と、
　センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出する行動抽
出部と、
　前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わせ毎に、
各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、前記セン
サ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を表す状態
情報を生成する状態解析部と、
を備える、
　情報処理装置。
【０１４２】
　（２）
　前記状態解析部により生成された前記状態情報を表示させる状態表示部をさらに備える
、
　上記（１）に記載の情報処理装置。
【０１４３】
　（３）
　ユーザが保持する端末装置に搭載されたセンサが検出したセンサ情報を取得するセンサ
情報取得部と、
　前記ユーザが入力したテキスト情報を取得するテキスト情報取得部と、
をさらに備え、
　前記事柄抽出部は、前記テキスト情報取得部により取得されたテキスト情報から前記所
定の事柄を抽出し、
　前記行動抽出部は、前記センサ情報取得部により取得されたセンサ情報から前記行動パ
ターンを抽出する、
　上記（１）又は（２）に記載の情報処理装置。
【０１４４】
　（４）
　前記状態表示部は、ユーザが保持する端末装置の表示部に前記状態情報を表示させる、
　上記（２）に記載の情報処理装置。
【０１４５】
　（５）
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
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の達成度合いを表した達成度と、
　前記所定の事柄に関連付けられた前記行動パターンから取得され、前記所定の事柄の現
在の状態に関する現在値と、
　前記所定の事柄に関連付けられた前記行動パターンから取得される値であって、前記所
定の事柄の現在の状態に関する現在値と、前記所定の事柄の過去の状態に関する過去値と
を比較した比較値と、
のいずれか１つを少なくとも含む、
　上記（１）～（４）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１４６】
　（６）
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
の達成度合いを表した達成度であり、
　前記達成度の増加又は減少傾向に応じて、前記達成が希望される事柄の達成に向けて努
力しているか否かを判定し、判定結果をユーザに提示する努力傾向通知部をさらに備える
、
　上記（３）～（５）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１４７】
　（７）
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
の達成度合いを表した達成度であり、
　前記達成度が所定の閾値を下回った場合、過去に負の寄与度を与えた行動パターンの中
で頻度の高い行動パターン、又は、過去に負の寄与度を与えた行動パターンのヒストグラ
ムをユーザに提示する原因通知部をさらに備える、
　上記（３）～（６）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１４８】
　（８）
　前記状態情報は、
　前記所定の事柄が、達成が希望される事柄である場合において、当該事柄に対する現在
の達成度合いを表した達成度であり、
　前記達成度が所定の閾値を下回った場合、過去に負の寄与度を与えた行動パターンの中
で頻度の高い行動パターンと逆の傾向を有する行動パターンをユーザに提示する助言通知
部をさらに備える、
　上記（３）～（７）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１４９】
　（９）
　移動体に取り付けた端末装置に搭載されたセンサが検出したセンサ情報を取得するセン
サ情報取得部と、
　前記移動体を管理するユーザが入力したテキスト情報を取得するテキスト情報取得部と
、
をさらに備え、
　前記事柄抽出部は、前記テキスト情報取得部により取得されたテキスト情報から前記所
定の事柄を抽出し、
　前記行動抽出部は、前記センサ情報取得部により取得されたセンサ情報から前記行動パ
ターンを抽出する、
　上記（１）又は（２）に記載の情報処理装置。
【０１５０】
　（１０）
　テキスト情報から所定の事柄を抽出することと、
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　前記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定することと、
　センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出することと
、
　前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わせ毎に、
各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、前記セン
サ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を表す状態
情報を生成することと、
を含む、
　情報処理方法。
【０１５１】
　（１１）
　テキスト情報から所定の事柄を抽出する事柄抽出機能と、
　前記所定の事柄に関連付けられた一又は複数の行動パターンを特定する行動パターン特
定機能と、
　センサ情報から前記所定の事柄に関連付けられた各前記行動パターンを抽出する行動抽
出機能と、
　前記所定の事柄と当該事柄に関連付けられた各前記行動パターンとの組み合わせ毎に、
各前記行動パターンが前記所定の事柄に寄与する度合いを表した寄与度を用い、前記セン
サ情報から抽出された各前記行動パターンに基づいて、前記事柄に関する状態を表す状態
情報を生成する状態解析機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【０１５２】
　（１２）
　テキスト情報からユーザの体験を示す体験情報を抽出する体験抽出部と、
　センサ情報から行動パターンを抽出する行動抽出部と、
　体験情報と行動パターンとの対応関係を示す関係情報に基づいて前記センサ情報から抽
出された行動パターンに対応する体験情報を抽出する対応体験抽出部と、
　前記テキスト情報から抽出された体験情報に関する情報と、前記行動パターンに対応す
る体験情報に関する情報とを併せて表示させる表示制御部と、
を備える、
　情報処理装置。
【０１５３】
　（１３）
　前記体験抽出部は、体験の種類、体験の場所、体験の時間、体験の対象物から選択され
る少なくとも１つの情報を前記体験情報として前記テキスト情報から抽出する、
　上記（１２）に記載の情報処理装置。
【０１５４】
　（１４）
　前記表示制御部は、前記センサ情報から抽出される行動パターンに対応する体験情報に
関する情報を表示させ、ユーザが詳細表示の操作を行った場合に、前記テキスト情報から
抽出される体験情報に関する情報を表示させる、
　上記（１２）又は（１３）に記載の情報処理装置。
【０１５５】
　（１５）
　ユーザが保持する端末装置に搭載されたセンサが検出したセンサ情報を取得するセンサ
情報取得部と、
　前記ユーザが入力したテキスト情報を取得するテキスト情報取得部と、
をさらに備え、
　前記体験抽出部は、前記テキスト情報取得部により取得されたテキスト情報から前記体
験情報を抽出し、
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　前記行動抽出部は、前記センサ情報取得部により取得されたセンサ情報から前記行動パ
ターンを抽出する、
　上記（１２）～（１４）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１５６】
　（１６）
　前記センサ情報から抽出された行動パターンが非日常的であるか否かを判定する非日常
行動判定部をさらに備える、
　上記（１２）～（１５）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１５７】
　（１７）
　前記非日常行動判定部は、前記テキスト情報から抽出された体験情報が非日常的である
か否かをさらに判定する、
　上記（１６）に記載の情報処理装置。
【０１５８】
　（１８）
　前記表示制御部は、前記非日常行動判定部により非日常的であると判定された場合に、
当該判定の結果に対応する体験情報に関する情報を強調表示させる、
　上記（１６）又は（１７）に記載の情報処理装置。
【０１５９】
　（１９）
　前記非日常行動判定部は、日常的に抽出される時間帯とは異なる時間帯に抽出された体
験情報又はいずれの時間帯にも抽出されなかった体験情報に対応する行動を非日常的と判
定する、
　上記（１６）～（１８）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１６０】
　（２０）
　前記非日常行動判定部は、日常的に抽出される体験の種類とは異なる種類の体験情報に
対応する行動を非日常的と判定する、
　上記（１６）～（１８）のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【０１６１】
　（２１）
　テキスト情報からユーザの体験を示す体験情報を抽出するステップと、
　センサ情報から行動パターンを抽出するステップと、
　体験情報と行動パターンとの対応関係を示す関係情報に基づいて前記センサ情報から抽
出された行動パターンに対応する体験情報を抽出するステップと、
　前記テキスト情報から抽出された体験情報に関する情報と、前記行動パターンに対応す
る体験情報に関する情報とを併せて表示させるステップと、
を含む、
　情報処理方法。
【０１６２】
　（２１）
　テキスト情報からユーザの体験を示す体験情報を抽出する体験抽出機能と、
　センサ情報から行動パターンを抽出する行動抽出機能と、
　体験情報と行動パターンとの対応関係を示す関係情報に基づいて前記センサ情報から抽
出された行動パターンに対応する体験情報を抽出する対応体験抽出機能と、
　前記テキスト情報から抽出された体験情報に関する情報と、前記行動パターンに対応す
る体験情報に関する情報とを併せて表示させる表示制御機能と、
をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【０１６３】
　以上、添付図面を参照しながら本技術に係る好適な実施形態について説明したが、本技
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術はここで開示した構成例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許
請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明
らかであり、それらについても当然に本技術の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【０１６４】
　１０　　　行動・状況解析システム
　１０１　　モーションセンサ
　１０２　　動き・状態認識部
　１０３　　時刻情報取得部
　１０４　　位置センサ
　１０５　　ＧＩＳ情報取得部
　１０６　　行動・状況認識部
　１３　　　達成度提供システム
　１３１　　テキスト情報取得部
　１３２　　体験抽出部
　１３３　　目標／宣言抽出部
　１３４　　目標／宣言照合部
　１３５　　対応関係記憶部
　１３６　　目標／宣言登録部
　１３７　　達成度記憶部
　１３８　　センサ情報取得部
　１３９　　行動パターン抽出部
　１４０　　達成度更新部
　１４１　　達成度表示部
　１５１　　種類特徴量抽出部
　１５２　　体験種類判別部
　１５３　　体験種類モデル記憶部
　１５４　　場所特徴量抽出部
　１５５　　体験場所抽出部
　１５６　　体験場所モデル記憶部
　１５７　　時間特徴量抽出部
　１５８　　体験時間抽出部
　１５９　　体験時間モデル記憶部
　１７１　　テキスト情報取得部
　１７２　　体験抽出部
　１７３　　抽出結果記憶部
　１７４　　センサ情報取得部
　１７５　　行動パターン抽出部
　１７６　　行動・体験照合部
　１７７　　対応関係記憶部
　１７８　　付加体験検索部
　１７９　　行動・付加体験表示部
　１９１　　テキスト情報取得部
　１９２　　体験抽出部
　１９３　　抽出結果記憶部
　１９４　　センサ情報取得部
　１９５　　行動パターン抽出部
　１９６　　行動・体験照合部
　１９７　　対応関係記憶部
　１９８　　非日常行動判別部
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　１９９　　非日常行動表示部
　ＣＬ　　情報端末
　ＳＶ　　サーバ装置
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【図２８】 【図２９】
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